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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本サッシ協会（JSMA），一

般社団法人日本シヤッター・ドア協会（JSDA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準

原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大

臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 4717：2024 
 

住宅用窓シャッター 
Shutter for residential window 

 

1 適用範囲 

この規格は，主として住宅の窓の屋外側に配置する住宅用窓シャッター（以下，シャッターという。）に

ついて規定する。ただし，水平方向へ開閉するシャッターには適用しない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1513 建具の性能試験方法通則 

JIS A 1515 建具の耐風圧性試験方法 

JIS A 4704 軽量シャッター構成部材 

JIS A 4706 サッシ 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3317 溶融亜鉛－5 %アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3318 塗装溶融亜鉛－5 %アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3321 溶融 55 %アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3322 塗装溶融 55 %アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3323 溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3521 硬鋼線 

JIS G 3522 ピアノ線 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4001 アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 

JIS K 6744 ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯 

JIS R 3109 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法 
  


